
「戸籍の窓口Ⅰ 総則・出生・認知 

―フローチャートでわかる届書の審査―」 

お詫びと訂正 

 

 本書に下記の誤りがございました。読者の皆様に深くお詫び申し上げます

とともに,謹んで訂正をさせていただきます。 

日本加除出版株式会社 

記 

 

・5 頁 「２ 民法上の氏の種類」中 

（誤）…婚姻の際に決めた夫… 

（正）…婚姻の際に定めた夫… 

 

・6頁 「表 1・民法上の身分変動と戸籍の変動の基本」中, 

「離縁（縁組取消し）の氏」の欄中 

（誤） 

離縁（縁組取消し）の氏 816 条２項・809 条２項 19 条 

 

（正） 

離縁（縁組取消し）の氏 816 条２項・808 条２項 19 条 

 

・9 頁 「１ 「生来の氏」とは何でしょうか」中,1 行目 

（誤）…出生によって氏が決まります。 

（正）…出生によって氏を取得します。 

 

・84 頁 「裁判後の出生届④」中 

（誤）送付 平成 25 年 1月 31 日  

第    56   号 

 

（正）送付 平成 25 年 1月 31 日  

第    560  号 



 

・85 頁 「裁判後の出生届④の別途届出の認知届」中 

（誤）受理 平成 25 年 1月 29 日 

    第    321  号 

 

（正）受理 平成 25 年 1月 29 日 

    第    322  号 

 

・94 頁,96 頁,97 頁中の届書記載例の子（甲野恵）の生年月日 

（誤）平成 24 年 11 月 21 日 

（正）平成 24 年 4 月 21 日 

 

・95 頁, 99 頁中の戸籍記載例中の子（恵）「戸籍に記録されている者」欄の

【生年月日】および「身分事項欄」の出生事項の【出生日】 

（誤）平成 24 年 11 月 21 日 

（正）平成 24 年 4 月 21 日 

 

・94 頁,96 頁中の出生届の父（甲野信）の年齢 

（誤）(満 36 歳) 

（正）(満 35 歳) 

 

・94 頁,96 頁中の出生届の母（甲野さくら）の年齢 

（誤）(満 33 歳) 

（正）(満 32 歳) 

 

・94 頁 「裁判後の出生届⑦」中,解説吹き出しのうち以下を削除。 

 出産後の婚姻は待婚期       

間（６か月）を必要と    ※ 条文は正しいものですが, 

しない（民 733 条２項）     本事例には不要のものでした。 



 

・102 頁 「裁判後の出生届⑩」中,父の欄の記載を削除。 

（誤） 

    

 

 

（正） 

  

         

 

・102 頁 「裁判後の出生届⑩」中,その他欄中 

（誤）母の離婚日「平成 24 年 10 月 11 日」 

（正）母の離婚日「平成 24 年 12 月 24 日」 

 

・152 頁 上から 2行目 

（誤）●参考 

…コピーを参考添付する。 

（正）●参考 

…謄本を添付する。 

 

・153 頁 上から 10 行目 

（誤）●胎児認知・解説 

…「参考」として「出生届の写し」を添付します… 

（正）●胎児認知・解説 

…出生届の謄本を添付します… 

父 丙 野 博 司 

昭和 58 年 11 月 12 日(満 29 歳) 

父  

年   月   日(満   歳) 



 

・195 頁 記載例（子の身分事項欄） 

（誤） 

訂 正 【訂正日】平成２５年３月４日 

【訂正事項】父母との続柄 

【訂正事由】平成２５年３月３日父母婚姻届出 

【従前の記録】 

【父母との続柄】長男 

 

（正）※従前の記録の内容は段落ちとする 

訂 正 【訂正日】平成２５年３月４日 

【訂正事項】父母との続柄 

【訂正事由】平成２５年３月３日父母婚姻届出 

【従前の記録】 

【父母との続柄】長男 

 

    以上 


